
 市民協働事業講座   

 

  主催 岡山女性フォーラム・岡山市 

おうちは、それだけで「いのちと暮らし」を守ることはできない。だから、どんなおうちにいても、一人ひとりが 

気持ちよく生活できることは私たちの権利だと、憲法 24 条がいっている。そのためには、憲法 25 条が 

生活保障を、2 6 条が教育保障を、そして 2 7 条は労働保障を、政府の仕事にしている。 

「 わたしたちの命と暮らし 」を守ることが政府の仕事であることはいつものことなの だ。 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

若尾典子さん （元佛教大学教授） 【講師】  

【講師プロフィール】 

  専門分野：憲法学・ジェンダー法学 

【主な著書】

『国家がなぜ家族に干渉するのか 

―法案・政策の背後にあるもの』 

共著、青弓社、2017 年 

『ジェンダーの憲法学』家族社、2005 年 

 

◆定 員 ： 先着３０人（事前申込が必要） 

◆申込方法 ： 電話・FAX（裏面用紙）・メールのいずれか 

◆参 加 費 ： 無 料 (託児のご希望はご相談下さい） 

   
 

 

申込（お問い合わせ先）： 

「さんかく岡山」岡山市男女共同参画社会推進センター 

電話：086-803-3355 FAX：086-803-3344 

E-mail：sankaku@city.okayama.lg.jp 

コ ロ ナ 禍 の 



 


